
 

 

 

 

平成２９年度 第３回 

 

新宿区情報公開・個人情報保護審議会会議録 
 

平成２９年７月２０日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿区 総合政策部 区政情報課 



 1 

午後 ２時００分開会 

【会  長】ただいまより、平成２９年度第３回新宿区情報公開・個人情報保護審議会を開会

いたします。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入る前に、本日の資料について事務局から確認をしていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

【区政情報課長】皆様、よろしくお願いいたします。 

 まず、本日、差替えの資料を２点机上配付し、差替えをさせていただきました。 

 資料２６の件名が変更になってございます関係で、次第の差替えがございます。それから、

もう１つが資料１６の参考資料、ホチキス止めになってございますけれども、前回の審議会の

資料、それと差替えをお願いしたいということで机上に置かせていただきました。申し訳ござ

いませんが、差替えをお願いいたします。 

 次に、事前にお送りをした資料、お願いいたします。 

 まず、事前にお送りしましたのが資料１９から資料２５まで、それから前回審議会で、今回

改めて補足説明をするということを条件にご承認いただきました資料１６の関係の資料を事前

にお送りさせていただきました。 

 なお、資料２６の案件の資料につきましては、国の方から通知が７月１３日に届いたことも

ございまして、本日机上で配付をさせていただいてございます。また、前回審議会で今回追加

で説明をすることになりました資料１６についてですけれども、今回新たに説明します資料２

６と関連する内容でございますので、順番をそれと合わせまして後ろから２番目にさせていた

だいておりますので、本日は資料１９からのご審議になります。 

 続きまして、簡単に机上に配付した資料も含めまして、資料全体の添付書類の確認をさせて

いただきます。 

 まず、資料１９でございますけれども、資料１９には横になりますが、資料１９－１、それ

から資料１９－２、そして参考資料１９－１、参考資料１９－２が付いてございます。 

 資料２０でございますけれども、資料２０には資料２０－１と、それから資料２０－２が付

いてございます。資料２１でございますが、こちらには資料２１－１が付いてございます。 

 続きまして、資料２２でございますけれども、こちらには資料２２－１から資料２２－３ま

で付いてございます。それから資料２３でございますけれども、資料２３－１－１、それから

資料２３－１－２、その後資料２３－２と資料２３－３というものが添付資料で付いてござい

ます。資料２４には添付資料はございません。資料２５でございますけれども、資料２５－１
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と、それから２６年度に諮問をさせていただいた参考資料２５－１、それから参考資料２５－

２、参考資料２５－３、それぞれ添付資料が付いてございます。 

 その後に付いてございますが、資料１６でございますけれども、資料１６は補足説明資料に

なってございまして、補足説明資料１６－１－１、補足説明資料１６－１－２、それから補足

説明資料１６－２、同じく補足説明資料１６－３というものが付いてございます。 

 それから、参考資料として本日机上配付させいただいた一式が資料となってございます。本

日、机上配付をしました資料２６でございますけれども、資料２６－１から２６－４までそれ

ぞれ添付資料がございます。 

 以上となりますけれども、もし不足のものがございましたら、お声掛けいただければと思い

ます。 

 また、本日の審議会につきましても件数が多くなってございますが、ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 私の方からは以上になります。 

【会  長】資料の方はよろしゅうございますか。もし不足がありましたら後で、気付いたと

ころで事務局の方へお伝えください。 

 それでは、審議を進めてまいります。 

 説明される方は、資料の要点を説明していただいた上で、必要に応じて補足を加えるように

お願いいたします。 

 それではまず、資料１９「児童・生徒の健全育成に関する警察と新宿区立学校との相互連絡

制度の協定に基づく本人外収集等について」であります。 

 それでは、説明をお願いいたします。 

【教育指導課長】それでは、児童・生徒の健全育成に関する警察と新宿区立学校との相互連絡

制度の協定に基づく個人情報の本人外収集等について、ご報告いたします。 

 初めに、本制度について簡単にご説明をいたします。 

 本制度は、児童・生徒の健全育成のために子どもたちの非行等の問題行動の防止と安全確保

のために、学校と警察がそれぞれの役割を果たし、連携して効果的な対応を行うために、平成

１７年６月に、警視庁と新宿区教育委員会の間で締結されたものでございます。個人情報のや

りとりの観点から、学校の視点で見て、警察から学校への連絡事案を本人外収集、学校から警

察への連絡事案を外部提供と呼んでおります。相互連絡制度の資料といたしまして、参考資料

１、こちらに協定書の写し、それから参考資料２といたしましてガイドラインの写しをお示し
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いたしました。 

 本日は、これまで報告をいたしました以降の、平成２９年１月から同年５月末までの運用状

況についてご報告させていただきます。 

 なお、恐れ入りますが、個人情報保護の観点から詳細な説明については行うことができない

ことをご理解いただきますようお願いいたします。 

 では、資料１９－１をご覧ください。警察から学校へ個人情報の提供があった本人外収集に

ついて、ご報告いたします。 

 該当する案件は２件です。この２件は、いずれも指導上連絡が必要と認められる案件となり

ます。内容といたしましては、他地区の商業施設で万引きを行ったという連絡が警察から関係

する学校２校に、それぞれにあったというものでございます。いずれもその後、学校から指導

があり、その後同様の問題行動は見られないという報告を受けております。 

 続けて、資料１９－２をご覧ください。こちらは該当する案件は１件です。校長が警察へ連

絡することが必要と判断したものとなっております。 

 内容といたしましては、女子中学生から自宅付近で不審な男性につきまとわれているという

相談を学校が受け、保護者の了解のもと、安全確保のため警察への情報提供を行ったものでご

ざいます。その後、警察の重点的なパトロールもあり、該当生徒から同様の訴えはございませ

ん。 

 事案の詳細については以上とさせていただきます。 

 以上で、簡単ですが報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【会  長】この後の方ですけれども、教育委員会がこれは外部提供をしたのだと思うのです

けれども、警察の方へご家族とかそういうルート、ご家族には言えないから学校の方で代わっ

て通知したということなのか、どういうことなのでしょうか。 

【教育指導課長】今、ご質問いただいたケースなのですが、学校から警察の方へ相談をしたと

いうことです。 

【会  長】親から相談ではなくて、学校からというのは、どうして学校からになるのかとい

うことです。学校が介入しないといけないケースかどうかということを聞いています。はっき

りしなければいいのですけれども。 

【教育指導課長】内容としましては、学校で相談を受けたということを、こちらの方では確認

をしておりまして、その後、保護者と連絡を取る中で本人の安全を確保する必要性があるだろ

うということで、学校から警察の方に情報提供させていただいたという状況でございます。 
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【会  長】分かりました。他に何かご質問かご意見ございますでしょうか。 

 ないようでしたら、本件は報告事項ですので、了承ということでよろしゅうございますか。 

 では、本件は了承ということで終了いたします。ご苦労さまでした。 

 それでは、次に資料２０「障害者総合支援システムに係る情報項目の追加について」であり

ます。それでは、説明をお願いいたします。 

【障害者福祉課長】障害者総合支援システムに係る情報項目の追加について、諮問報告でござ

います。 

 めくっていただきまして、事業の概要をご覧ください。障害者福祉課では、各サービスを障

害者総合支援システムを使いまして管理しているところです。今回、平成３０年４月１日から

新たなサービスが加わるという形の中で、それらのことについてもシステムを回収し、情報の

一元管理、保守、効率性の向上を図るという形でございます。対象者は１から３までに書いて

あります各種サービスの受給者、それから障害者手帳の交付者、各種サービスの受給者や障害

者手帳交付者の世帯に属する方という形になります。 

 創設するサービスは下のところを見ていただきまして、自立生活援助、就労定着支援、補装

具の貸与、補装具については現在購入という項目がありまして、それに貸与を追加するという

形になります。児童福祉法に基づくサービスでは、居宅訪問型児童発達支援というサービスが

加わります。 

 おめくりいただきまして、障害者総合支援システムに係る情報項目の追加につきましてです。

記録される情報の項目は、個人の範囲は支給対象者及びその世帯に属する者、記録するのは情

報システム課設置のサーバーという形になります。記録項目は、資料２０－２のとおりです。 

【会  長】それではお願いします。 

【障害者福祉課長】項目する分類名、データという形で並んでおります。「介護・訓練給付等」

というところの欄の「住民番号」から始まっている中で、少し太くなっております「支給サー

ビス種類」、ここに自立生活援助、就労支援のサービスというものが追加になります。 

 その下の段、「補装具」というところでは、やはりちょっと下の辺りの右側の備考に出ていま

すところです。「支給種別」というところに「補装具費貸与費支給」という形を、「貸与」を追

加すると。それから、次の「障害児通所給付費」の中の「児童通所支援」、これも下の方を見て

いただいて幅が広くなっているところ、「支給サービス種類」というところに、「居宅訪問型児

童発達支援のサービス」を追加するというような形になっております。 

 資料２０－１をご覧ください。現在、障害者福祉課でやっているサービスというのは、「現行」
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と書いてあるところがそれに当たります。障害福祉サービスは、大きく介護給付費、それから

訓練等給付費という形に分かれると。その中の訓練等給付費のところ、右側の改正後の黄色い

ところを見ていただきまして、ここに「自立生活援助」、それから「就労定着支援」というもの

が新しく入る形になります。上の四角囲みの一番下のところ、「補装具費購入費支給」というと

ころが、今は購入費支給だけですけれども、その下の黄色いところで、「補装具費貸与費給付」

という形で新しく入る形になります。下の小さい囲みのところ、「児童福祉法に基づくサービス」

という中で、「居宅訪問型発達支援」という形での新しいサービスが入る形でございます。 

 前後して済みません。それで、３ページ目のところにまた戻りまして、「新規開発・追加・変

更」というところでは、障害福祉サービス等の情報を一元化することで、支給等に関する窓口、

電話対応時の正確性、レスポンスの向上、給付費の支払いとそれに伴う統計データ作成事務の

効率化及び保守性の向上を図っていくという形になります。「新規開発・追加・変更の内容」と

しましては、先ほど４つ項目を挙げましたものについて追加されていくという形になります。 

 次に、開発を委託する場合の個人情報保護の対策です。まず、契約に当たりましては、個人

情報保護に関する特記事項を付して事業者に遵守させます。次に、委託先に新宿区情報セキュ

リティポリシー及び新宿区個人情報保護条例を遵守させます。３つ目に、実際に実データを使

用した検証作業、これは区の職員が実施しまして、委託の業者は必要な支援を行うという形を

取ります。４つ目は、個人情報保護委員会の特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライ

ンに基づきまして、特定個人情報の保護及びシステムの向上の安全性の措置を徹底いたします。 

 開発については２９年１０月から改修を初めまして、３０年１月から３月までにテストを実

施、３０年４月からこのシステムを本格稼働させたいというものです。 

 次の４ページ目のところです。システム改修の業務委託につきまして、その委託に当たり保

護の対策というところを再度申し上げておきたいと思っております。区と委託先の契約書に別

紙、特記事項を付しまして、個人情報の保護及び情報セキュリティに関して必要な措置を講じ

ます。区と委託先の契約については、新宿区の個人情報保護条例の遵守を明記します。区と委

託先の契約書に区のデータ等を委託業務以外に使用しないことという形を明記いたします。デ

ータのセットアップについては区職員が立ち会い、庁舎内で行うという形を取って、万全を取

ってやっていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でござい

ます。 

【会  長】ご質問かご意見ございましたら、どうぞ。 

 では、本件は項目を追加するというところは諮問事項ですので、これは承認ということにい
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たしまして、それから今の業務委託については了承ということで終了いたします。よろしゅう

ございますか。では、本件はそういうことで終了いたします。 

 次は、資料２１「心身障害者福祉手当等に係る個人番号利用事務における庁内連携情報の追

加について」です。それでは、説明をお願いいたします。 

【障害者福祉課長】心身障害者福祉手当等に係る個人番号利用事務における庁内連携情報の追

加についてでございます。 

 裏面を見ていただきますと、２番のところです。私どもの方で３つの手当の支給をしており

ます。心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当、特別障害者手当等の支給という形で、区の

手当、都の制度、国の制度という形で３つの手当をやってございます。１番の方に戻らせてい

ただきます。この手当の中で一定の障害を持つ方に対して支給している手当、対象者が特定の

施設に入所した場合は支給の対象外となります。そういった場合は、家族から喪失の届出とい

う形で受けて行うわけでございますが、全ての方が出していただけるということがないもので

すから、住民基本台帳の住所変更と突合しまして、転居しているということが分かった場合は

調査をしまして、職権で喪失という形を取っているところでございます。 

 ただ、住所を置いたまま施設に入られることがございますと、なかなか届けていただかない

と分かる機会が少ないというところで、今回、介護保険の施設入所給付認定に係ることについ

て情報を突合しまして、そういった方についても対応ができるようにするというものでござい

ます。 

 ２番の資料２１－１のとおりとなっているこの資料２１－１の方を見てください。庁内の連

携という形では、この３つの手当、住民情報と税情報を使っております。心身障害者福祉手当

については生活保護情報と医療のこの２つの情報も関係があるので突合しています。それに加

えてこの３つの手当、緑色になっている部分ですね。認定給付情報、こちらの入所の施設名、

入所施設の種別、入退所の日といったところの情報を知りたいという形のことです。 

 戻っていただきまして３番、利用の目的は給付資格の判定の業務に使います。利用する情報

は、給付認定情報、手当支給対象外となる施設、下の方に丸で書いてございますこれらの施設

に入所し、介護給付費が支払われているものという形になります。 

 ５番、利用の開始時期は２９年８月からという形でご了承いただいた上で、作業を進めてい

きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【会  長】 庁内連携というのは目的外使用と違うということの理解をしているのでしょう

か。庁内だからいいというわけではないと思いますけれども、これは目的外利用なのかどうか
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というのは、事務局の方でどういうふうにお考えですか。 

【区政情報課長】マイナンバー制度が始まる前までは、本来の業務で収集した情報を別の事務

で使う場合には、本人同意ですとか、あるいはその法令に、あるいは審議会でお諮りをして目

的外として使っていたところなのですが、マイナンバー制度が導入されまして、この個人番号

利用事務同士に限りましては位置づけが変わりまして、目的外利用ではなく、本来の目的とし

て利用することができるという番号制度になってございます。ただし、新宿区の場合は、新宿

ルールとして目的内に位置づけは変わったのですけれども、審議会の方にご報告をした上で利

用をしようというルールで、目的内の庁内連携でございますけれども、ご報告をさせていただ

くというルールでやらせていただいております。 

【会  長】では、ご質問とご意見ございましたら、どうぞ。川村委員。 

【川村委員】具体的なところで何件かお伺いしたいのですけれども、実際今のお話の中では、

誤払いですか、本来支給してはいけない人に支給してしまっているというところが実際何件く

らいあって、金額にすればどれくらいになっているのかというところと、あと、今までは突合

によって処理していたということですけれども、この庁内連携情報の追加というところで、ど

のような事務上の権限なり、そういったものがあるのかお伺いしたいと思います。 

【会  長】ご説明ください。 

【障害者福祉課長】 今抱えている件数は十数件という形だったと記憶しています。金額の方が、

持ってきていないので、今ここでお答えすることができません。実際、事務が軽減されるかど

うかについては、突合させたリストを見てチェックをしますので、職員は同じになります。た

だ、間違えて支払っているということが分かった後は、還付していただくための様々な手続を

しなくてはいけませんので、そういったことを未然に防ぐことができる形では、事務軽減には

繋がっていくと思っているところです。 

【会  長】川村委員。 

【川村委員】そうすると、誤払いのところがなくなることによって、そういった受給者の方の

お金が入ってきて、それを返さなければいけないという問題ですとかそういったものについて、

それに係わっているの職員の方の事務が減ると、こういう理解でよろしいわけですね。分かり

ました。 

【会  長】よろしいですか。他にご質問かご意見ございますでしょうか。 

 ないようですと、これは報告案件ということなのだそうで、了承ということでよろしゅうご

ざいますか。本件は了承ということで終了いたします。 
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 それでは、資料２２「『行方不明認知症高齢者等情報共有サイト』への外部結合について」で

あります。それでは、説明をお願いします。 

【高齢者支援課長】事業概要の目的欄をご覧いただきたいと思います。認知症高齢者及び認知

症などの疑いのある高齢者が、徘徊等により行方不明になった場合、あるいは身元不明で保護

された場合に、事態の早期解決を図ることを目的としてございます。 

 次に、事業内容のところをご覧ください。東京都では平成２２年から行方不明認知症高齢者

等情報提供依頼システムという制度を運営してございます。このシステムでは、東京都は行方

不明、身元不明の認知症高齢者等の情報を都内各市町村からファクスやメール、こういう形で

受付をして、各市町村にファクスやメール等により情報提供をしている中で、当該情報を一元

管理しているものでございます。 

 新宿区でも現在、この上記内容に呼応して、都に行方不明や身元不明の認知症高齢者の情報

を外部提供して、行方不明等の早期解決に努めているところでございます。括弧書きにござい

ますように、平成２７年第２回本審議会において外部提供の承認をいただいたところでござい

ます。しかしながら、都は平成２７年６月には区市町村関係機関向けの行方不明認知症高齢者

等情報提供サイト、これはいわゆるシステムですね。ハード的なシステム。これの運用を開始

いたしました。ということで今、並行稼働になっているという状態になっています。このサイ

トでは、都は行方不明・身元不明の認知症高齢者などの情報を、このサイトに加入している各

市町村のパソコンからの入力により受付をして、当該区市町村はパソコンによりこのサイトを

閲覧しています。こういうシステムが既に稼働をしているという状況で、新宿区は現在このサ

イトには加入してございません。 

 しかし、都は平成２９年度には従来のシステム、いわゆる今、新宿区がやっているファクス、

メールシステム、これは終了するということで、新しくできた共有サイトに一本化をするとい

う方針を打ち出してございます。 

 ここで整理をさせていただきますと、要するに現在ではファクスやメールを活用したシステ

ムというよりは仕組みや制度、これを活用して様々な対応をしておりますが、この制度・仕組

みがなくなって、新たにハードと一緒にシステムというものができましたので、せっかくでき

たシステムをこれからは活用していこうといったところが趣旨でございます。 

 次には中ほどの留意点のところをご覧ください。そうした関係で外部結合で提供する個人情

報の項目は、現行の外部提供項目と同一であるということでございます。全く同じ項目という

ことであります。 
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 次に、別紙の方をご覧いただきたいと思います。まず、中ほどにありますが外部結合の相手

方、これはご説明申し上げたように東京都が作ったシステム、これに外部結合しますので、結

合の相手方は東京都ということになります。１つ飛ばしていただいて、外部結合の形態につい

てはインターネット回線ということで、東京都のサーバーと区のイントラ端末これを接続して

入力閲覧を行うという形でございます。 

 なお、情報保護対策については、記載のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

【会  長】結合をして見られる人たちは、この保有課である高齢者支援課だけですよね。 

【高齢者支援課長】ご指摘のとおり入力するのは、高齢者支援課のみでございます。 

【会  長】閲覧もね。 

【高齢者支援課長】そのとおりでございます。 

【会  長】何かご質問かご意見ございますでしょうか。伊藤委員。 

【伊藤委員】これは結合と書いてあるのですけれども、今ある例えばデータベースをそのまま

転用するのではなくて、個別に入力するという意味ですよね。 

【会  長】ご説明ください。 

【高齢者支援課長】個別入力でございます。 

【会  長】他にご質問かご意見ございますでしょうか。津吹委員。 

【津吹委員】東京都だけではなくて警視庁とはやらないのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【高齢者支援課長】システムは東京都が作ったということでございますけれども、近県あるい

は警視庁ともこの辺の情報は繋がるという形になっております。したがいまして、新宿区とし

ては、そういった近県あるいは警視庁にも情報を提供するのか、あるいは東京都だけでいいの

か適宜判断をして、必要なところまで情報を提供して、入力をして閲覧していただくというこ

とになってございます。 

【会 長】津吹委員。 

【津吹委員】その場合、それを含まなくてよろしいのでしょうか。外部提供者に対して今、東

京都となっていますけれども、それを警視庁ですとか、近隣の他府県というところも入れなく

てよろしいのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【高齢者支援課長】事業概要の下の方なのですが、外部提供件数のところの上の方のポチの２
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つ目です。ここをご覧いただきたいと思います。東京都は都内区市町村宛て及び区からの依頼

に応じて、関東６県の市町村、警視庁にも情報を周知するという仕組みになってございます。 

【会  長】いずれにしろ、こういう情報が広がっていくことを前提にここで審議したほうが

よろしいですね。はい、三雲委員。 

【三雲委員】そうすると、この平成２７年第２回の審議会承認の際には、その情報が提供先と

して警察も含んでこれは承認を取ったという理解でよろしいのですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【高齢者支援課長】システムの中身自体は一緒なので、同じく近県、警視庁も対象ということ

です。ただ、繰り返しになるのですけれども、どこまで情報を提供するかは、私どもの方で適

宜判断をして提供しているということでございました。 

【会  長】２ページの一番下のところに件数が書いてあるのですね。今まで東京都へ提供し

た情報が警視庁には当然届くのではないかと思うのですが、関東６県まで広がって情報提供さ

れているとか、あるいはよそから関東６県から新宿区の方へ何かそういう情報が来たと、そう

いうことはあるのですか。ご説明ください。 

【高齢者支援課長】ここの３年間については、基本的には東京都の中だったのかなと記憶をし

ています。それで、実際ご覧のとおり件数的にはそんなに多くないのですね。何でこんなに多

くないのだろうということなのですけれども、一方、警視庁の方から行方不明の一報等が入る

と、結構もうその日の半日くらいのうちに、ほとんど地元の警察の方で保護していただけてい

て、翌日になっても見つからないということに限って、こういう形を取っているという状況も

ございます。 

【会  長】分かりました。何か。三雲委員。 

【三雲委員】ご質問なのですが、今回外部結合ということですけれども、情報の外部提供の方

で警察が対象になっていなければ、外部結合したときに外部提供できないことになってしまう

と思うのですね。そこはご確認いただいた上で、入っていないのであれば、改めてこれは入れ

なければならないと思うのですが、それはいかがですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【区政情報課長】 お手元に２７年のときの資料がないので口頭になりますけれども、その際に、

東京都及び都内区市町村、東京都と合意をしている都道府県ということでご報告をさせていた

だいているのですけれども、この中に文言として「警察」というような文字がこの資料にはな

いので、ちょっとその辺は、例えば外部提供の先として、最終的に警察の方にもあるというこ
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とについては、今この場でご報告をさせていただいて。前回の２７年の際には、もちろん東京

都を通じて他の機関にということではあったと思うのですけれども、「警察」という文言につい

ては入ってございませんでしたので、その辺はこちらで改めてご報告をさせていただきたいと

思います。 

【会  長】本件はここに先ほど指摘のあった関東６県の市町村並びに警視庁にも情報を周知

すると書いてあるのですけれども、新宿区が直接関東６県とか警視庁に連絡するのではなくて、

このシステムに連絡すれば、東京都の方で必要ならそっちへ連絡するという理解でよろしいの

でしょうか。ご説明ください。 

【高齢者支援課長】新宿区の方から東京都に情報を提供する際に、どこまで提供してください

ということで指定をします。したがいまして、東京都だけで結構ですということであればその

範囲にとどまるということで、イニシアチブは新宿区が持っているということでございます。 

【会  長】東京都といったって、警視庁を使わないと。東京都のいわゆる事務職員の人が知

ったってどうしようもないでしょう。警視庁が東京都に当然入るのでしょう。ご説明ください。 

【高齢者支援課長】今の外部提供のシステムについても警視庁が閲覧できるという形になって

おりまして、今後も閲覧はできるということになっています。一方で、私どもの方に行方不明

等の情報をいただく、要するに情報を提供していただく方も、警察というパターンが非常に多

いので、実際的にはその警察の方から我々は連絡をいただいて、広域的な準備をしているうち

に、その提供をいただいた警察から連絡があって、見つかりましたというパターンが非常に多

いと。その結果、あの件数としては非常に少ないということでございます。 

【会  長】いずれにしろ、これは東京都ですから警視庁ですけれども、警視庁と連絡を絶っ

てではちょっとできない仕事ですよね。だから、本件を今から採決しますけれども、当然この

関東６県の市町村、警視庁にも情報を周知するというのは分かりませんけれども、情報が提供

されることを前提に諮問、賛否を取ります。よろしいですね。 

 それでは、もうご質問、ご意見はよろしゅうございますか。では、この件について反対とい

う方はいらっしゃったら挙手でもしていただいて。なければ承認ということで終了いたします。 

ご苦労さまでした。 

 次に、資料２３「社会保障・税番号制度の導入等に伴う国民年金情報システムの改修につい

て」であります。それでは説明をお願いいたします。 

【医療保険年金課長】それでは、ご説明いたします。件名、社会保障・税番号制度の導入等に

伴う国民年金情報システムの改修についてでございますが、資料２３、２ページをご覧くださ
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い。事業の概要でございます。目的の欄に書いてございますけれども、国民年金の事務に関し

ましては、個人番号の利用が可能になったということでございまして、これに伴いまして区と

年金事務所との間でやりとりをする連絡の内容が、従来は紙媒体を使っておったのですけれど

も、この個人番号の施行に伴いまして電子化をするということで、これが平成３０年３月から

実施したいということで国の方から通知がありました。それに伴いまして新宿区の国民年金を

処理するシステムを改修するというものでございます。 

 内容につきましては、恐れ入ります、資料２３－１－１をご覧ください。こちらのカラーの

紙でございます。こちらは現行の業務フローになっております。まず新宿区が１号被保険者の

方から様々な届出をお受けいたしまして、それについてオンライン入力等を行って処理をする

ところです。ここに「国民年金情報ＤＢ」というものがあります。これが新宿区の国民年金情

報処理システムということで、庁内のホストシステムで運営しておりまして、管理については

全て区の職員が運用管理しているシステムでございます。こちらの方からデータ等を収集しま

して、届出書の出力を行いまして、現在はその紙を年金事務所に送付するという形で処理をし

ているところでございます。 

 続きまして、資料２３－１－２をご覧ください。次のページでございます。こちらは、電子

化後の今回の改修に伴って実施する内容ということでございます。同じように届出を受けまし

たら、オンライン入力等をして新宿区のシステムの方にデータベースの更新を行います。その

後、この内容についてオンライン出力、または週バッチの出力でＤＶＤに内容を記録するとい

うところでございます。このＤＶＤに内容を記録するために出力するための改修を行うという

ところでございます。このＤＶＤに内容を記録するのですけれども、その際に、併せまして住

民情報オンラインシステムの方から個人番号を取得しまして、それをＤＶＤの中に結合すると

いう形です。 

 したがいまして、この個人情報番号については、現在の区のシステムの中で個人番号を処理

するということではなくて、外部から別の住民情報オンラインシステムの方から個人番号を取

得して、ＤＶＤを作成するということでございます。このＤＶＤを作成しますと、それを書留

にて年金事務所の方に郵送をいたしまして、年金事務所の方で必要な処理を行うということで

ございます。この処理結果についても、また別のＤＶＤで処理結果について区の方に情報提供

されるということで、その情報に基づきまして、新宿区のデータベースを書き換えると、その

ような流れになってくるということでございます。 

 それでは、３ページの方にお戻りください。３段目に書いてあります「記録される情報項目」
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でございます。個人の範囲は、新宿区に住民登録のある国民年金の強制加入被保険者と任意加

入被保険者ということでございます。 

 記録項目については、資料２３－２に表示しております。この情報を扱うというところでご

ざいます。 

 システムの改修については、電子媒体、ＤＶＤにデータを記録するための出力の処理等をす

るための改修ということでございまして、開発等に当たりましては区の職員が実際直接当たり

ますので、業務委託等は実施しないところでございます。 

 今後の予定でございます。この審議会終了後、承認いただきましたらシステム改修に着手し、

３０年１月にテストを開始、検討をするということ、３０年３月から本格稼働ということでご

ざいます。 

 なお、このテストにつきましては、実際のデータではなくてダミーデータを使いまして、年

金事務所との間でテストを実施するということでございます。 

 簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

【会  長】資料２３－１－２という電子媒体化、今度新しくなる制度のことですけれども、

個人番号を右側の住民情報オンラインシステムから取ってこないと個人番号は分からないので

すか。中ほどの上の方に住民情報オンラインシステム、これは新宿区内のシステムだと思うの

ですが、そういうものにはなくて、この番号を取ってくるだけのために、この住民情報オンラ

インシステムを使うのですか。ご説明ください。 

【医療保険年金課長】上の方に、住民記録を参照するための住民情報オンラインシステム、こ

れは同じシステムなのですけれども、国民年金の処理としては、まず住民記録を参照して、そ

こで資格の確認をするという処理をしまして、その後、個人番号については個別にデータを結

合するために参照するということで、ちょっと２段階の表示になっているのですけれども、同

じシステムでございます。住民情報オンラインシステムと同じシステムから、個人番号を取得

するということでございます。 

【会  長】同じものですね、上と。 

【医療保険年金課長】はい。 

【会  長】それとこの今どきＤＶＤで、こういうデータのやりとりというのは、何かかえっ

て珍しいというか、時代がさかのぼっているのかなと。これは何でＤＶＤでないといけないの

ですか。今の時代は電子送信みたいなものがあるのではないですか。どういうことですか。こ

れは向こうから決められて、ＤＶＤで持ってこいと言われたからしょうがない、そうやるだけ
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ですか。 

【医療保険年金課長】国民年金事務所の方から指定されたものです。ただ、推測ですが、オン

ラインでやるよりは安全確実ということもあるのだと思うのです。あと実際に処理する際に、

一括して週なら週でまとめて処理をするというところで、この方が利用勝手がいいというよう

なことも判断されたのかなと思っております。 

【会  長】指定を受けてそれに従っている。 

【医療保険年金課長】そういうことです。 

【会  長】何かご質問かご意見ありましたら、どうぞ。三雲委員。 

【三雲委員】まず、この「ＤＶＤ Ａ」というものには、この資料２３－２に書かれているこ

の情報を記録していくということなのですね。そのときに、住民番号をキーとして個人番号を

収録というのは、これはどういう意味ですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【医療保険年金課長】住民番号というのは、もともと国民年金の事業として必要な情報として

取得しているのですけれども、それと住民情報オンラインシステムにある住民番号をキーにし

て、その人のマイナンバーを収録するという処理をするということです。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】これはＤＶＤには資料２３－２に書かれている資格情報プラス、その方の個人番

号がひもづいた形で記録されているということでよろしいのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【医療保険年金課長】そういうことでございます。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】こういったＤＶＤを送られて、年金機構では一定の情報処理を行って、変更部分

を反映してくれると。反映した結果が今度「ＤＶＤ Ｂ」というものに記録されて、それが区

の方に送られてくるとそういうことですね。 

【会  長】ご説明ください。 

【医療保険年金課長】ここの説明の中で、「ＤＶＤ Ｂ」の方は、年金機構側の事務処理という

ことで、これは下に書いてあるのですが、年金機構、年金事務所による届出受理、それから年

金資格の異動処理と、これは年金事務所で行った処理についての結果報告をこのＤＶＤでいた

だくということになっております。したがいまして、区で受けたものと年金事務所、あるいは

年金機構で受けて処理したものと別の内容になるということでございます。 
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【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】この「ＤＶＤ Ｂ」には、個人番号が記載されているわけですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【医療保険年金課長】記載されています。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】 資料２３－２の資格情報に加えて、個人番号というものが一緒に記録されている、

その理由というか目的というか、それはどういうことなのですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【医療保険年金課長】これは年金の処理の中で個人番号を使う場合というのが、基本的には年

金については基礎年金番号で個人を特定するのですけれども、ただ、届出者、被保険者の方の

例えば住民票だとか、戸籍関係の書類の添付を省略する際に、マイナンバーを参照してすると

いうことで、申請者の負担軽減等に資するということでございます。ちなみに年金機構と年金

事務所から来ます「ＤＶＤ Ｂ」の方にある個人番号について、区の方でこれを年金のシステ

ムの中で保有するということはなくて、あくまで年金のシステムの中はこの年金の処理に必要

な異動情報を取得するということでございまして、個人番号そのものは直接もうＤＶＤの中だ

けにしか残っていないという形で、これは処理が終わりましたら廃棄するという処理になりま

す。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】この「ＤＶＤ Ａ」の方に個人番号が入っている理由というものは、これは年金

機構において本来であれば添付しなければいけない書類であるところの住民票であるとか、そ

ういった書類等の添付を省略することがまず目的であるということは分かりました。 

 次に、「ＤＶＤ Ｂ」の方に、個人番号が入っている目的というか理由がちょっとまだよく分

からなかったのですけれども、この資料２３－１－２の下の方に、「ＤＶＤ内の個人番号により

住民番号を割り出し、住基情報を国民年金情報システムで利用」、これはどういうことなのです

か。 

【会  長】ご説明ください。 

【医療保険年金課長】これは個人番号をキーにして、住民情報オンラインシステムにあるデー

タとその個人を特定しまして、必要な変更等の記録を入力していくということでございます。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】 そうすると「ＤＶＤ Ｂ」の方には変更された年金に関する情報が書かれていて、
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これはどの方の情報に当たるかについて、多分その情報自体にも書かれているはずなのだけれ

ども、念のため個人番号も使って特定を確実にする、そういうシステムなのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【医療保険年金課長】そういうことです。 

【会  長】よろしいでしょうか。他に質問かご意見ございますでしょうか。伊藤委員。 

【伊藤委員】これはＤＶＤで一度にやりとりする情報の量というのはどれくらいなのかという

ことです。例えばデータベースの差分だけやりとりをするのか、その辺というのはどうなって

いますか。 

【会  長】ご説明ください。 

【医療保険年金課長】差分ということで週大体７００件くらいの項目でございます。 

【会  長】伊藤委員。 

【伊藤委員】 おそらくＤＶＤが２枚別のものがこの１回の処理で出てくるという認識ですよ

ね。このＤＶＤって、ちょっと本筋と外れてしまうかもしれませんが、どういうふうに廃棄し

ているのですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【医療保険年金課長】これはシュレッダーで廃棄するということです。 

【会  長】他にご質問かご意見ございますでしょうか。川村委員。 

【川村委員】マイナンバーは、私ども反対していますので、賛否ということでは賛成できませ

ん。 

【会  長】問題があるということで反対。一部に反対ということで、あとの方はよろしゅう

ございますか。 

 では、承認ということで。本件は承認ということで終了いたします。ご苦労さまでした。 

 それでは、資料２４「各種がん検診未受診者に対する受診再勧奨通知作成及び印字に係る業

務の委託について」であります。それでは説明をお願いいたします。 

【健康づくり課長】本日報告させていただきますのが、各種がん検診未受診者に対する受診再

勧奨通知の作成及び印字に係る業務の委託の対象年齢の拡大についてでございます。 

 資料の２ページ目、事業の概要を記載しております。この事業の目的でございますが、記載

のとおりがん検診受診率向上のためでございます。再勧奨の対象者となりますのは、年度当初

にがん検診の受診票を送付いたしました区民のうち、一定期間後未受診の方でございます。事

業内容に記載のとおり、年度当初にがん検診の受診勧奨としてがん検診票を送付しております
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が、一定期間が経過しても未受診の方に対して年度途中に改めて勧奨の通知を送りますので、

再勧奨ということになります。昨年度よりこの再勧奨通知の圧着はがきへの印刷を業務委託で

行っております。今年度は対象年齢を拡大いたしますのでご報告させていただくものでござい

ます。 

 事業の概要としましては、入札により決定した事業者に対して、対象者の住所、氏名、整理

番号、この整理番号はこの事業における対象者の方を郵便番号順に付番するものでございます。

あくまでこの事業のために使う番号でございます。これらを電磁的媒体にて提供いたしまして、

圧着はがきの作成・加工、対象者の住所、氏名、整理番号及び住所のカスタマーバーコードの

印字を委託するものでございます。 

 平成２８年度は比較的若い年代や働き盛りの世代で罹患率の高い子宮頸がん及び乳がん検診

において実施しました。その際、昨年度のご報告の際には、平成２９年度以降は胃がん、大腸

がん及び肺がん検診の未受診者についても拡充し、事業を継続する予定である旨ご説明申し上

げ、ご了承を得ておりました。その後、国の方の動きもございまして、受診率の向上にこの勧

奨、再勧奨は効果が大きいということで対象年齢の拡充ということが言われまして、効果的な

手法を用いながらこの再勧奨を実施し、受診率の向上を図る必要がありますので、新宿区にお

きましても今年度から再勧奨の対象年齢を６９歳に引き上げることといたしました。業務の委

託内容自体に変更はございません。 

 なお、この情報保護対策といたしましては、資料の３ページ目の下の方に、「委託にあたり区

が行う情報保護対策」、「受託事業者に行わせる事業保護対策」を記載しておりますが、これも

昨年度と同様でございます。 

 なお、本事業は次年度以降も継続して実施する予定でございまして、子宮頸がんは２０歳か

ら６９歳まで、胃がん、大腸がん、肺がん及び乳がんにつきましては４０歳から６９歳までの

間で、実施年度ごとにどのような対象者に、どのような案内を送付するか、効果的な再勧奨方

法となるような対象者再勧奨の内容を適切に選択しながら実施していく予定でございます。 

【会  長】ご質問かご意見ございますでしょうか。金澤委員。 

【金澤委員】新宿区では子宮頸がん及び乳がん検診の受診率も全国の中で非常に低くて、なお

かつ死亡率も高いということが、ここ数年ずっと言われていまして、何回か私、いろいろな場

面で不思議だなと思って質問させていただいているのですけれども、被用者保険で受けること

がありますね。夫の扶養者で夫の保険でということもありますし、自分自身が働いて、自分の

健康保険の方で会社とか職場で受けている。私自身がそうなのですけれども、相変わらず送っ
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てきてくれて、区から。要するにそれで受けた人の数値は反映されていないのですよ。それで

は永遠に未受診率が高いままで、なおかつ今回、受診率を上げるために年齢も上げましょうと。

もし、今回のように再びあなたは受けていないけれども、受けましょうよという再勧告のはが

きを送るのであれば、なぜ受けないのかとか、ちゃんと職場で受けましたよというコールバッ

クがあれば、その通知は反映されるわけですから、そこを無視して大勢の人に送るから大変だ

から、どこかに書いてありますよね。３ページ目の真ん中に「１０万人と大量の発送であるた

め、区職員による対応では、他の業務に支障を生ずる」なんて言われてしまうと、もうちょっ

と無駄を排していろいろな意味で、いろいろな視点で効率よく考えていただいたほうがいいの

ではないかなと思います。だから、受診率を上げるためにも、無駄を排するためにも、もう一

回送るのであればちゃんと受けましたよというバックが取れる、そして受診率に反映できるシ

ステムにしていただければなと思いますので、いかがでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【健康づくり課長】まず受診率の分母、分子の捉え方についてのご指摘になるかと思います。

がん検診につきましては、ご指摘ありましたように自治体か行うがん検診以外にも職場や、あ

るいは自主的に人間ドック等を受けていらっしゃる方もいると。そういう方の受診状況がどう

いうふうに把握されるのかということですが、これは職域につきましては報告制度がないと、

労働安全衛生法などに基づいて行われているわけではなく、どちらかというと企業の福利厚生

のような形で行われておりますので、そういった職域、あるいは被扶養者として受けている検

診については、公式には把握する方法がないというところが現状でございます。 

 自治体のがん検診の受診率でございますが、あくまでも分子は自治体が行ったがん検診とい

うことになりますので、仮に外で受けていらっしゃるというご報告をいただいても、がん検診

に関してですけれども、特定健診では人間ドック等のデータを把握して、みなし受診という考

え方がございますが、がん検診にはそのような考え方はないために、分子はあくまでも自治体

が行った検診ということでございますので、そこの問題もあります。 

 一方で、分母の方に外で受けていらっしゃる方はどうなのかという疑問が当然あるわけなの

ですけれども、これは実は全国的にも国の方の検討の中で問題視されているところでございま

して、今は行われているのは職域等で受診機会のある方を分母から除く形で計算するというよ

うなことが、現実的な対応ということになっております。ただ、それは新宿区の実際の住民の

方の率に合わせて設定された率としてそれを基礎的な数値を持つことは難しいので、東京都の

方で特別区においては自治体が行う検診の対象者となる割合というのを、がん検診の種類ごと
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に示されておりまして、分母にその割合を６０％ですとか、５０％ですとか、そういうふうに

掛けることによって行っておりますので、そういった調整を行った上で、各区横並びで比較し

ているところでございます。 

 ただ、新宿区民の場合ですと自治体の検診以外に受けていらっしゃる方が相当多いなという

印象がございますので、そういった意味ではこうした再勧奨が、外で受けていらっしゃる方に

も届いてしまうということは確かに無駄な面はあるというのは、問題としては認識していると

ころでございますけれども、正確にそこを受診していらっしゃるというところの情報を区で把

握することが、今、正確に把握することは困難ではあるので……。 

【会  長】まあ、大体いいのではないですか。もうちょっと要領よくまとめてください。 

【健康づくり課長】ご指摘に沿って改善できるところは今後検討をしていきたいと思いますの

で、今後の課題と受けとめさせていただきます。申し訳ありませんでした。 

【会  長】金澤委員、何か追加のご質問、ご意見ございますか。よろしいですか。では、今

意見として聞いていただいたということにしまして、他にご質問かご意見ございますでしょう

か。坂本委員。 

【坂本委員】なぜ新宿区の検診を受けないかというのは、私は人間ドックを受けています。も

う後期高齢者ですから、年齢はこれに全然入らないのですけれども。それというのが人間ドッ

クの検診ともちろん新宿区の検診の検査の内容があまりにおそまつではないかと。それだけに

家族の話で恐縮なのですが、私どもは両方受けるのは、ドックで受けているのだったら区の方

はやることないよ、という感じで受けました。そのくらい調べる内容が、血液の検査をしたの

ですけれども、ずっと項目がいっぱいあるのですね。区の方はわずかなのです。わずかという

か、それで区以外のところで受けるという方が多くあるのではないかと。会社でやるのとそう

いう自分で人間ドックでやるのともちろんいろいろありますでしょうけれども、その違い。区

がもうちょっと充実していたら、それは医療機関にそのように限定されていれば別ですけれど

も、いつも私はこの辺が疑問に思います。区でやるのはあまり関心がないなということ、無駄

な費用だなという感じでした。これは私の感じたことなので、大変恐縮ですがそんな気もして

おります。 

【会  長】何か今の点についてご説明していただくことがありましたら、お願いします。 

【健康づくり課長】自治体が公費で行う検診につきましては、様々なガイドライン等がござい

まして、区としても一定の根拠に基づいて行っているところがございます。ただ、人間ドック

等でより充実した検診を受けたいという方が選択されるということは、それはあってもいいこ
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とだと考えておりますので、そういった方に重ねて区の検診を受けてくださいという趣旨では

ございませんので、そこは周知の中でしっかりとお伝えし、ご指摘の無駄が生じないようにと

いうことはしっかりと考えていきたいと思っております。ありがとうございました。 

【会  長】では、ご意見としてそういうことにします。他にご質問かご意見ございますでし

ょうか。伊藤委員。 

【伊藤委員】これは電磁的媒体でやりとりをするということでコンピュータを使う話だと思う

のですけれども、はがきの作成とか印刷ということは、多分インターネット、ネットワークと

は関係ない案件だと思うのですけれども、それは関係ないということですか。 

 この対策のところを見ても、もし関係なければネットワークと接続しないとか、その辺があ

ってもいいのかなとちょっと思ったのですけれども、あとマルウェア対策とか他のところには

書いてあったりするので、ここにはなかったのですが、その辺の状況というのはどうなってい

るのですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【健康づくり課長】ご指摘のとおり、この業務はあくまではがきの印刷のためにだけ使います

ので、外部のネットワークとの接続等は基本的にはございません。そういった意味では電磁的

媒体でデータを提供して、その業務は事業者の方で完結する。媒体はＣＤに焼いた形でお渡し

しており、また必要がなくなったらそれを廃棄することを確認した上でという対応にしており

ます。 

【会  長】伊藤委員。 

【伊藤委員】はい、分かりました。これまでも若干気になっていたことではあるのですが、こ

の電磁的媒体という表現というのは非常に分かりづらくて、ＣＤとかネットワークでやりとり

するとか、それがあったほうがこの議論がしやすいのかなと思うので、その辺事務局の方で改

善できたら、今後分かりやすく。書いてある場合もあるのですが、よろしくお願いします。 

【会  長】では、事務局の方で今後指導をしていただきます。よろしくお願いします。 

 他に何かご質問、ご意見。三雲委員。 

【三雲委員】この委託先ですけれども、今は未定になっていて今後入札で決めると。どういう

事業者を想定されているのかということと、再委託ということはあり得るのであろうか。その

点について教えてください。 

【会  長】ご説明ください。 

【健康づくり課長】まず、この事業においては再委託はない性格のものでございます。また、
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事業者については、委託先の※印のところにありますプライバシーマークの取得をまず前提と

しており、その上で事業者には契約に至る特記事項を付し、記載のとおりの情報保護対策を行

いまして、どのような事業者かというところですけれども、圧着はがきを実際にこういった業

務でできるところは、それなりの技術が高い事業者なので、現実的にはかなりこういった対策

は可能な事業者を予定しております。 

 また、現在の業者ですけれども、こうした圧着はがきの印刷の技術を持っている会社、印刷

業者でございます。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】そこがちょっと聞きたかったものなので、他に情報を使うような余地のあるよう

な会社、情報を扱うだけだったら困るなと思って。単純な印刷会社ということであって、単純

作業的な部分を担うということであれば特に問題ないかと。 

【会  長】他にご質問かご意見ございますでしょうか。 

 それでは、本件は報告事項ですので、了承ということで終了しますけれども、よろしゅうご

ざいます。では、了承ということで終了いたします。ご苦労さまでした。 

 続きまして、資料２５「新宿区立小学校の通学路における防犯カメラの設置について」です。

それでは説明をお願いします。 

【教育指導課長】初めに、新宿区教育委員会では平成２７年度から２９年度の３年間で全区立

小学校の通学路に防犯カメラの設置をただいま進めているところでございます。今年度の実施

が最終年度になるものでございます。今回、ご報告させていただきますのは２年目に行いまし

た、昨年度に設置をしたものでございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の２ページをご覧ください。事業の概要でございます。事業名と担当課は記

載のとおりです。目的といたしましては、区立小学校の通学路に防犯カメラを設置することで、

児童のより一層の安全を確保するものでございます。対象者は区立小学校の児童及び通学路を

利用する者でございます。 

 事業の内容ですが、平成２６年度第８回本審議会におきまして、既にご了承をいただいてい

るものでございますが、運用要綱上、新たに防犯カメラを設置する際には、本審議会に報告を

することとしておりますことから、今回ご報告申し上げるものでございます。 

 今回の設置をする場所ですが、表組の中、右側の欄になりますが、平成２８年度に行った牛

込仲之小学校他８校の通学路で、設置をした台数は合計で５３台となっております。設置を行

った期間は平成２９年２月２日から３月１５日までの間でございます。資料といたしまして、
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今回設置をした防犯カメラの設置場所一覧、右上のところに資料２５－１という表記をさせて

いただいておりますが、この設置場所一覧と小学校ごとに設置場所を記した図面をおつけして

おりますので、こちらの方もご覧いただきたいと思います。 

 また、この図面の一番最後になりますが、本審議会諮問報告事項、これが平成２６年度にご

承認いただきました本人外収集及び外部提供に関する諮問内容を一応お付けしておりますので、

こちらの方もご參考までにご覧いただければと思っております。 

 説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

【会  長】それでは、何かご質問かご意見ありましたら、どうぞ。よろしゅうございますか。 

 なければ報告事項ということで了承することでよろしゅうございますか。 

 では、本件は了承ということで終了いたします。ご苦労さまでした。 

 次は、資料１６「子ども・子育て支援業務等における各種申請手続に係る電子申請サービス

等の導入及び情報提供ネットワークの運用開始について」であります。前回の本審議会で今回

改めて説明することを条件に承認をした案件でございます。４点ありますけれども、その補足

説明をお願いしたいと思います。 

 では、説明に入りましょう。お願いします。 

【総合政策部特命担当副参事】それでは、子ども・子育て支援業務等における各種申請手続に

係る電子申請サービス等の導入及び情報提供ネットワークの運用開始について、補足説明をさ

せていただきます。 

 前回の本審議会におきまして、主にマイナポータルにつきまして説明が足りず大変申し訳ご

ざいませんでした。前回の本審議会におきまして、マイナポータルの機能、また電子申請やお

知らせ機能の流れ等につきまして、補足説明が必要だということでございましたので、その点

を中心にご説明をさせていただければと思っております。 

 それでは、資料１６の補足説明資料をご覧いただければと思います。こちらの資料でござい

ます。それでは、マイナポータルにつきましてご説明させていただきます。 

 マイナポータルとは、政府、国が運営いたしますオンラインサービスのことでございます。

マイナポータルにつきましては、自己情報表示また情報提供等記録表示等の様々なサービスが

マイナポータルにおいて利用可能になるものでございます。各個人の方々は、マイナンバーカ

ードを用いまして、パソコンからマイナポータルのサイトにログインをして利用できるという

ことになりますが、イメージ的には、マイナポータルのホームページに入っていただきますと、

ＩＤ、そしてパスワードを入力していただきまして、マイナンバーカードによって個人認証を
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していただきます。そのような形の手続を踏んでいただきますと、それぞれ個人のマイナポー

タルのサイトですね。例えばＡさんのマイナポータルのサイト、Ｂさんのサイトというような

形で各個人のマイナポータルのサイトの画面が表示されて、ログインをして利用できるという

ような、それぞれ各個人のポータルサイトというような形で、そのものがマイナポータルとい

うものでございます。 

 主なマイナポータルの機能でございます。マイナポータルの方では、まず１つ目といたしま

して、自己情報表示というものがございます。自己情報表示というものは、区などの行政機関

が保有する自分の住民基本台帳や税情報などの特定個人情報をマイナポータルの画面で確認す

ることができるというものが１つ目の機能でございます。 

 ２つ目といたしまして、情報提供等記録の表示でございます。例えば児童手当事務において

他自治体の税情報が必要な場合に、他の自治体に情報連携を行い、税情報を取得するというこ

とになりますが、このような行政機関の間で行った情報提供ネットワークシステムを通じて情

報連携を行った履歴、こういったものをマイナポータル上で確認することができるようになり

ます。 

 ３つ目といたしまして、電子申請の機能がございます。電子申請の機能につきましては児童

手当などの子育てに関する電子申請が行えるようになるものでございます。こちらにつきまし

ては、表の方を作りまして、分かりやすいような形にさせていただきましたので、まずはこち

ら補足資料１６－１－１、こちらの方をご覧いただきたいと思っております。 

 まず、電子申請というものを行うに当たりましては、マイナポータルにログインする必要が

ございますが、まず区民の方々につきましてはマイナポータルのホームページ上からＩＤ、パ

スワードを入力していただくとともに、マイナンバーカードに搭載された電子証明書による個

人認証を行いまして、マイナポータルにログインをしていただく必要がございます。なお、個

人認証につきましてはカードリーダーによって読み取りを行うというものでございます。 

 そういたしますと、それぞれ個人のマイナポータルのページが表示されるということになり

ます。その後、マイナポータルのそれぞれのページの中に電子申請を行うというところがござ

いますので、児童手当などの電子申請を行う種類を選択していただきます。 

 そういたしますと、東京電子自治体共同運営協議会共同運営センターの児童手当など電子申

請のページに遷移します。その後、東京電子自治体共同運営協議会共同運営センター、この電

子申請のページに飛ぶことになりますが、そこのセンターのページにおいてパソコンの画面を

見ながら児童手当などの申請内容を入力するという作業をいたします。その後、申請作業を入
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力した後、「申請をする」というボタンをクリックしていただきますと、新宿区に申請データが

届きまして、新宿区で確認する形になります。 

 なお、情報セキュリティの問題になりますが、まずは区民の方がマイナポータルの画面に入

力するときにつきましては、通信が暗号化された形で、入力した内容が通信暗号化されてマイ

ナポータルに届く形で、セキュリティを保つということでございます。また、マイナポータル

から東京電子自治体共同運営協議会共同運営センターの電子申請のページへ飛ぶ場合につきま

しても、通信暗号化されて情報が届く形でセキュリティを保つということでございます。また、

東京電子自治体共同運営協議会共同運営センターから新宿区に電子申請を送るときにつきまし

ては、ＬＧＷＡＮ回線という専用線を使った形で情報を送る形でございますので、こういった

形で情報セキュリティを保つ形になっております。 

 なお、マイナポータルにおいて電子申請が始まった場合におきましても、既存の窓口におけ

る申請、こういったものはなくなるものではございません。また、今、行われている電子申請、

これにつきましてもなくなるということではございません。今回マイナポータルが新たに始ま

ることによって、新たにこのマイナポータルの画面からも電子申請が可能という形になります

ので、申請手段が増えるということで区民の利便性の向上に繋がるというものでございます。 

 補足資料１６－１－２というものがございますので、こちらを簡単に説明させていただきま

す。 

 こちらの資料１６－１－２につきましては、今、行われている電子申請の流れを表にしたも

のでございます。今、行われている電子申請につきましては、区民の方々が直接東京電子自治

体共同運営協議会共同運営センターにＩＤ、パスワードを入力し、住基カードに搭載されてい

る電子証明書による個人認証を行ってログインする形で、センターのページに直接入っていた

だく形になります。そして、このセンターのページの中で電子申請を行う種類を選択しまして、

パソコンを見ながら電子申請内容を入力していただきまして送信すると、ＬＧＷＡＮ回線を通

って新宿区にデータが送付される流れとなっております。こちらは今の電子申請の流れという

ものを簡単に参考までに説明させていただいたものでございます。 

 もう一度資料１６の補足説明資料の方にお戻りいただければと思います。 

 続きまして、（４）のお知らせ・アンケート機能についてご説明させていただきます。 

 お知らせ・アンケート機能につきましては、区などの行政機関から配信される児童手当など

の子育てに関するお知らせを区が発信をいたしまして、マイナポータルにおいて確認すること

ができるという機能でございます。こちらにつきましても、表を準備させていただきましたの
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で、補足説明資料１６－２をご覧いただければと思います。 

 こちらのお知らせの機能につきましては、まず右側になります。新宿区がマイナポータル利

用者に対しまして、児童手当などの子育てに関するお知らせをまず送信する形になります。そ

ういたしますと、ＬＧＷＡＮの専用線、また情報提供ネットワークからマイナポータルの専用

線、こういったものを通じまして、マイナポータル利用者へ情報が送信される形になります。

その後、区民の方々がＩＤ、パスワード、そしてマイナンバーカードの認証をいたしまして、

マイナポータルの各個人のページに入っていただきますと、この各個人の画面で区からのお知

らせが確認できるというものでございます。お知らせの説明については以上でございます。 

 最後に、資料１６の補足説明資料にお戻りいただければと思います。 

 スケジュールの方でございますが、７月１８日にマイナポータルの試行運用が開始したとこ

ろでございます。区民にホームページ等で周知ということでございます。その後、２５日に「広

報しんじゅく」により区民の方々へ周知をさせていただくというところでございます。その後、

秋頃に本格運用が開始されるという予定となっております。 

 資料の説明は以上でございますが、前回、伊藤委員から区民用のマイナポータルでカードリ

ーダーの質問がございました。調べてみたところ、カードリーダーにつきましてはカードを差

し込むというような形のものでございました。伊藤委員のご指摘があったカードの忘れ、こう

いったものが当然懸念のある形態のものでございましたので、この辺につきましては、カード

の忘れが生じないように画面のところで注意するとか、いろいろなところで注意喚起をしてカ

ードの忘れ物をしないような形で徹底してまいりたいと考えているところでございます。 

 最後に、情報セキュリティの内容につきましては、情報システム課長の方から補足させてい

ただきます。 

【会  長】どうぞ。 

【情報システム課長】前回、三雲委員の方からご質問がございました。お知らせがどのように

繋がっていくのか、どうやってマイナポータルに繋がっているのか、その通信回線はどのよう

なものなのかというような内容だったと思われます。そこについてお答えいたします。 

 資料１６－３でございますけれども、新たにご用意をさせていただきました。前回お示しし

たものでは誤解が生じたようですので、分かりやすく作らせていただきました。その中でも書

いてございますけれども、一番右側のところで新宿区で枠で括ってある中の「お知らせ・アン

ケート」、こちらについては専用線を介しまして、ＬＧＷＡＮを通ってＪ－ＬＩＳの中の新宿区

の自治体中間サーバーの「お知らせ・アンケート」のところに入ると。それが情報提供ネット



 26 

ワークを通じて、それから専用線を通してマイナポータルに繋がるというような図でございま

す。これはマイナポータルというものがＪ－ＬＩＳの内部の専用線で繋がってございますので、

セキュリティの面については全く心配することがないという状況でございます。 

 それから、もう１点、中間サーバーと各業務システムとの関係ということで、鍋島委員から

ご質問があったことにお答えいたします。中間サーバーに置く区民の情報項目の元となる保有

システムが、前回資料１０の標準レイアウト一覧にある児童福祉総合システム、介護保険情報

システム等となっているけれども、外部の中間サーバーと各システムが繋がってしまっている

のではないかというご質問でございました。他の自治体の中間サーバー、それから新宿区の中

間サーバーというのは、情報連携という意味では繋がっておりますが、各自治体の個別システ

ムとの連携は全くございません。マイナポータルから自治体の個別システムには行けないとい

うことを念頭に各システムごとに、それぞれ厳密な制御を行っておりますので、職員としまし

ても限られた職員しかアクセスができない、また限られたデータしか取扱えないと、セキュリ

ティについては万全を期している状況でございます。以上でございます。 

【会  長】ご質問かご意見ありましたら、どうぞ。三雲委員。 

【三雲委員】前回の分からなかった部分について、図を新たに作っていただいて、分かりやす

くしていただいてありがとうございました。Ｊ－ＬＩＳというものがきちんと独立していて、

マイナポータルがその中に入っているわけではないということが分かって、一番懸念している

のはやはりインターネットで直接Ｊ－ＬＩＳの中に入ってこられるというのは恐ろしかったの

で、そうではないことが分かったのでよかったです。 

 ちょっと伺いたいのですが、ＬＧＷＡＮという回線、システムというのですか。これは身近

な例でいうとルーターみたいな機能を持っているのではないかと思うのですけれども、これ自

体がセキュリティをしっかり確保するような仕組みであると、こういう理解でよろしいわけで

すね。 

【会  長】ご説明ください。 

【情報システム課長】委員おっしゃるとおりでございます。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】お知らせ・アンケートであるとか自己情報共有であるとか、情報提供等の記録こ

ういった部分について、ＬＧＷＡＮを介さずに直接Ｊ－ＬＩＳと専用線で繋がるということを

選択した理由は何かあるのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 
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【情報システム課長】マイナポータルは直接Ｊ－ＬＩＳ内部の専用線であるということ。です

から一度外に出るというわけではなく、内部の専用線であるとご理解いただければと思います。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】内部ということがちょっと理解できないのです。そうするとマイナポータルはこ

の前の図と同様に、Ｊ－ＬＩＳの中に含まれていて、例えば同じ建物の中にサーバーがあって、

その２つのサーバーが１つの建物の中で専用線で繋がれているという、こういう理解でよろし

いですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【情報システム課長】理解としてはそのとおりなのですけれども、若干電子申請の部分が入っ

ておりましたので、そこの部分と切り分けるためにＪ－ＬＩＳと離したというような状況でご

ざいます。仕組みとしてはこのマイナポータルというシステムがあるというようなイメージで

お考えいただければ、わざわざ外に向って繋いでいるということではないということで、ご理

解いただければと思います。 

【会  長】鍋島委員。 

【鍋島委員】この前回の資料１６－２の直に繋がるのは太く書いてあって、その後はいろいろ

な自治体の専用だとか、国等の公的機関の専用だとかいろいろ真ん中にありますけれども、こ

れとは全く関係ない。 

【会  長】ご説明ください。 

【情報システム課長】区民と直接繋がっているように見えてしまっているということ。 

【会  長】鍋島委員。 

【鍋島委員】そうなのです。 

【会  長】ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】この表につきまして分かりづらい点があって大変申し訳なかっ

たのですが、この矢印の元というのが、こちらが区民の方から来ているので、区民が直接新宿

区の方にアクセスできるのではないかという誤解が見えてしまって申し訳ありませんでした。

具体的には区民がマイナポータルにログインをしていただいて、マイナポータルからシステム

を通じてアクセスしていくというそういったイメージでございますので、区民が直接区の情報

が見られるというわけではなくて、あくまでもこのマイナポータルの仕組みの中で情報が流れ

ていくという、そういったイメージ図として作らせていただいたものなので、この辺ちょっと

誤解が生じるような表でございました。大変申し訳ございませんでした。 
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【会  長】鍋島委員。 

【鍋島委員】それは分かりましたけれども、その真ん中のところに自治体だとか国だとかネッ

トワーク、いろいろ書いてありますよね。この前のお話だと、このマイナポータルと新宿区は

直に繋がっているみたいなお話でしたけれども、この真ん中に書いてあるものは全く関係ない

けれども書いてあるというだけのことなのですか。 

【会  長】この表ですか。 

【鍋島委員】そうなのです。ここのところに自治体専用だとか、国等公共機関の専用だとかい

ろいろ書いてありますよね。だから、それは考えないでいいものをここに書いてあるのですか。 

【総合政策部特命担当副参事】そうですね。この表につきましては分かりづらい表でございま

して、この表を具体化させてもらったのが今回出させていただいた資料１６－１－１となりま

す。 

【会  長】鍋島委員。 

【鍋島委員】これはもう撤回ですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】こちらを撤回させていただければと思います。申し訳ございま

せんでした。ちょっと分かりづらい表で大変申し訳ございませんでした。 

【会  長】他に何かご質問。 

【伊藤委員】前回から引き続きカードリーダーについてのご質問なのですけれども、通常こう

いったポータルサイトはＩＤとかパスワードとか、加えて今回はカードがという話なのですけ

れども、一度ログインするとそのログインした情報を保持したまま、次のページに遷移して処

理を行うという流れになると思うのですけれども、今回カードを挿して返ってこないパターン

というのももちろんあると思うのですけれども、このカートを抜いたときに次のページに行け

るのかというここが結構重要だと思っていまして、通常はログインしたらもう、この人Ａさん

なのだということが分かって、何ページもログアウトするまでは行けてしまうのですけれども、

これ毎ページごとにカードは常に置いておかないと次のページに遷移ができないのかどうかと

か、その辺はどうなっているのか。 

【会  長】ご説明ください。 

【情報システム課長】今、カードを挿しっぱなしではなくて、一度認証したら抜いてしまって

もいいのではないかというところで、次のページに移れるのかどうかというご質問でございま

す。ここから実際には東京都の電子申請をする際には、また別の画面に行きます。そのときに
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また必要になりますので挿しっ放しの状態でご利用いただくという形になります。 

【会  長】伊藤委員。 

【伊藤委員】そうなると、では、電子申請のページに行って、そこで１つの処理を終えた後に、

よく銀行とかだと引き続き処理を振込なのか残高を確認するのか分からないですけれども、続

けて処理ができるパターンもあるわけなのですけれども、一度東京都の電子申請のところでロ

グインした情報が保持されたものというのは、これはカードを抜いても次に行ける可能性はあ

るということでしょうか。この中であれば。 

【会  長】ご説明ください。 

【情報システム課長】この中であれば大丈夫です。 

【会  長】伊藤委員。 

【伊藤委員】そうなると、それこそそのログアウトをちゃんとしてもらうかどうかというとこ

ろも結構難しいのかなと思っていまして、これはカードを一度挿した後に、挿しっ放しにする

というのが、今回銀行とは違って自動的に返ってくるものではないと。これもかなり危ないの

ではないかなと、私は非常に心配しておりまして。最初に注意喚起をするという話だったので

すけれども、これをどう注意喚起するのかというのも、ちょっと紙が置いてあるくらいだった

らそんなの見ないですから、普通。僕も隣に置いてあっても気づかないこともやはりあるわけ

なので、システム上、例えばこの処理が終わった後にアラートが出るとかそのくらいやらない

といけないなと思っているのですが。そもそもだって、これマイナポータルの今回の東京都の

電子申請の話というのは、区で作っているシステムではないと思うのです。そこまで踏み込ん

だ処理ができるのかというのがちょっと心配なのですけれども、この辺の対策というのは全般

的にどうなっているのですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【情報システム課長】今、国からパソコンとカードリーダーというふうに個人のではなくてパ

ソコンをお持ちでない方、マイナンバーカードを持っていらっしゃる方、そういった方々でも

どこか、例えば区役所に行ったときにできるようにしなくてはいけないという体制で、国の方

がパソコンとカードリーダー、こういうものを用意してきたものが自治体に１台、情報システ

ム課の方に用意されてきました。それは非常にコンパクトな形のものでして、これは運用にな

るのですが、それをどうするのか。例えば据え置き用の形にして置きっ放しにしておくという

ことはしない運用の仕方、要するに必要な申請があったときにお貸しをする。当然そのときに

カードリーダーも一緒にお貸しするわけで、限られた場所でご本人がカードを入れて処理をし
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てもらって、それを返していただくという作業が必要になってまいります。ですので、カード

がそこに入りっ放しであるということについての注意にはなると考えてございます。 

【会  長】伊藤委員。 

【伊藤委員】ということは、担当の方が付いた上でパソコンを操作していただくということで

はなくて、あくまで貸与をしてそこで作業をしてもらってということですかね。そうすると、

でもあまり他の人が代わりに操作するということはないと思うので。これ貸したパソコンは管

理しないと、それはそれでまずいのではないですかね。どこかに持って行かれたら困る話で、

その辺はやはり人がいないと、もしそういうやり方をするのだったらいけないと思うのですけ

れども。 

【会  長】ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】まず、貸し出しする際には、ワイヤーというものも一緒につけ

る形になります。ワイヤーで例えば机の脚とパソコンをくくりつけて盗難されないような形で

利用していただくという形になります。それで使い終わったときにはログアウトをしてご返却

をいただくと、そのときにはカードを抜き忘れていないか、しっかりログアウトしているか、

そういったところを確認をして返却をしてもらうという運用をさせていただきまして、伊藤委

員のご懸念のあったところについては対応をしてまいりたいと思っております。 

【会  長】伊藤委員。 

【伊藤委員】そういった対応であればかなり安全性が高まると思っております。ちなみに今の

対応というのは、これも国から言われた対応ではなくて、区として独自にということなのです

か。 

【会  長】ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】そうです。その辺の運用については管理をしっかりするように

というところの指示しかございませんので、その辺の運用については自治体の方でという形に

なりますので、新宿区といたしましてその辺は万全を期していきたいと思っております。 

【会  長】伊藤委員。 

【伊藤委員】これ国の対応もやはりあまりよろしくないなとちょっと私も感じておりまして、

できることであれば銀行のようにシステム的に自動的にカードが返ってきたら、これをログア

ウトするようになっていないと、それはやはりおかしい話だと思うので、今後はそういったシ

ステム上の、これ私はちょっと問題がある部分だと思っているので、そういったところも区か

ら他のところにも情報提供というか、意見を上げていただきたいなと思っておりますので、引
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き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

【会  長】では、意見として参考に。他にご質問かご意見。三雲委員。 

【三雲委員】今の話を聞いて、ある意味驚いたのですが、要するに区役所とか出張所等に置か

れる端末というものは、専用の端末ではなくて汎用のパソコンみたいなものと、カードリーダ

ーを組み合わせたものが国の方から渡されていると、こういうことなのでしょうか。 

 パソコンの機能制限をするというのですかね。この用途に使うということに決めて、ずっと

イメージしていたものは、銀行のＡＴＭであるとか、コンビニエンスストアにある情報端末み

たいなものを国の方は用意して、普及を図っているではないかとずっと思ってこの話を聞いて

いたのですけれども、伊藤委員の質問に対する回答を聞いていると、そうではなくて、これは

要するにそういう専用の端末を持っていらっしゃらない方が申出をしたときに、その都度カウ

ンターの奥から出してきて、これにカードを挿して、こういうふうに使ってくださいとお願い

して、使い終わったら使い終わりましたと言われてまた戻すみたいな、そういう都度というこ

とだと。これだと利用の敷居がちょっと高過ぎるということと、利用できる時間帯というもの

が非常に限られてくるという点で、このマイナポータルを使った電子申請であるとか、あるい

は情報の閲覧であるとか、あるいは利用というものが非常に限られてしまうのではないかと思

うのですね。 

 私は別に、マイナンバーをどんどん普及してほしいと思っている立場ではないのですけれど

も、国としてやるのであればきちんとした規格を作って、それに則った専用端末みたいなもの

をやっていくということも、当然セキュリティの問題でもそうでしょうし、利便性の問題でも

そうだと思うのですけれども、この辺り他の自治体も含めて自治体側から意見というのは出さ

れているのですか。 

【総合政策部特命担当副参事】 その辺の意見を出しているという情報は聞いたことがないの

で、ちょっとその辺は今のところないのかなとは思うのですが、その辺が、今、三雲委員のお

っしゃった利便性であるとか、伊藤委員のおっしゃったセキュリティの部分というのをちょっ

と加味しながら、運用については、その辺は利便性とセキュリティ両方ちょっと加味する形で

今後検討をいたしまして、出張所、また地域センター、この辺りに配置するときにはその辺を

検討して配置をしてまいりたいと思っております。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】 そういう状況だと、やはり普及には相当壁が高いのではないかなと思いますので、

もし普及させたいというおつもりが国の方にもあるのであれば、その辺りは考えていただいて
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もよろしいのかなと思います。 

【会  長】よろしいですか。他にご質問かご意見ございますでしょうか。 

 ないようでしたら、これは前回の補充説明で承認とかということでもないと思いますので、

お聞きしておけばよろしいということでいいですかね。前回一応了承してありますので。 

 では、以上をもちましてこの件の説明は終了といたします。ご苦労さまでした。 

 資料２６「自動応答不可フラグ及び不開示該当フラグの設定に係るＤＶ等被害者情報の目的

外利用について」です。それではご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】まず最初に、資料が机上配付になってしまいまして、大変申し

訳ございませんでした。後ほど説明いたしますが、７月１３日付の国からの通知に基づきまし

て、この諮問の準備等を行ったということもございまして、資料の送付が遅れたというところ

でございます。本当に大変申し訳ございませんでした。 

 それでは、資料２６に基づきまして説明させていただきます。 

 こちらの資料２ページをご覧いただければと思います。まず、事業の目的というところでご

ざいますが、区が把握するＤＶ等被害者について自動応答不可フラグ及び不開示該当フラグを

設定いたしまして、行政機関の間で行われる情報提供ネットワークを介した情報連携を行う関

係部署で、当該設定情報を共有することによりまして、ＤＶ等被害者に係る情報の漏えい、こ

ういったものを防止するというところが目的でございます。 

 対象者につきましては、ＤＶ等被害者という概念となりますが、ＤＶ等被害者というのは配

偶者からの暴力、ストーカー行為と児童虐待及びこれらに準する行為の被害者です。このＤＶ

等被害者を対象とするものでございます。 

 それでは、事業内容の方をご説明させていただきます。まず、なぜＤＶ等被害者に係る情報

の漏えいの恐れがあるのか。これにつきましてはマイナポータルの自己情報表示及び情報提供

等記録表示機能、こういったものがあるということによるものでございますので、簡単にマイ

ナポータルの情報表示機能の概要と、なぜＤＶ等被害者への対応が必要になるか、まずはこち

らをご説明させていただきます。 

 マイナポータルの機能といたしまして、自己情報表示及び情報提供等記録表示、こういった

機能があるところでございます。自己情報表示機能というものにつきましては、区などの行政

機関が保有する自分の住民基本台帳や税情報などの特定個人情報を確認することができるとい

うものでございます。 

 次に、情報提供等記録表示でございますが、例えば児童手当事務において他自治体の税情報
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が必要となる場合、番号法に基づいて他自治体に情報照会を行い、税情報を得るというところ

になりますが、このような情報連携の記録につきまして、当事者本人がその履歴を確認できる

というものでございます。 

 次に資料２６－１、こちらのイメージにつきましてご覧いただければと思います。 

 こちらの情報提供等記録と自己情報表示、こういったものを見るためには、まず区民の方が

マイナポータルにＩＤ、パスワード等を使いましてログインをしていただく形になります。そ

してマイナポータルにおいて自分の情報を見たいところをクリックしていただきますと、新宿

区自治体中間サーバーに記録されております税情報などの自己情報を閲覧することができる形

になります。例えば年収がいくらで、所得がいくら、そういった情報がマイナポータルの中間

サーバーの方に記録されておりますので、そういった情報が閲覧できるものでございます。 

 なお、こちら閲覧できる情報につきましては、新宿区のシステムで記録されている情報全て

が見られるというわけではなくて、あくまでも新宿区自治体中間サーバーにある情報のみ閲覧

できると。つまり番号法別表第２に規定されている情報、この情報に限って閲覧できるもので

ございます。 

 続きまして、２番の情報提供等記録でございます。マイナポータルから情報提供等記録が見

たいというようなことでクリックしていただきますと、こちら情報提供ネットワークに保存さ

れております、例えば新宿区から中野区に何年何月何日に税情報が照会された、こういった情

報が記録されておりますので、こういった情報を閲覧できる形のものでございます。 

 なお、マイナポータルから情報提供等記録、また自己情報表示の記録のシステム的な流れに

なりますが、専用線を通じた形で繋がっておりますので、この点情報セキュリティは保たれて

いるというところでございます。 

 次に資料２「ＤＶ等被害者への対応の必要性」をご説明させていただきます。先ほどマイナ

ポータルにおきまして、自己情報や情報提供等記録が閲覧できるというところでご説明させて

いただきましたが、例えばＤＶ等被害者の方というのはいろいろな状況の方がいまして、ＤＶ

等加害者の所在地にマイナンバーカードを置いたまま避難した場合につきましては、加害者の

方がマイナポータルというものを用いまして、ＤＶ等加害者がＤＶ等被害者の自己情報及び情

報提供等記録を直接確認いたしまして、避難先の自治体に係る情報を確認する場合というのが

想定されるところでございます。こうしたことを防ぐためには、マイナポータルにおきまして

ＤＶ等被害者の自己情報を確認できない設定である自動応答不可フラグの設定及び情報提供等

記録を確認できない設定である、こちら不開示該当フラグの設定といいますが、こういった設
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定を行う必要があるところでございます。こちらにつきまして、イメージを作らせていただき

ましたので、資料２６－２をご覧いただければと思います。 

 例えば、その上段につきましてはＤＶ等被害者がＤＶ等の申出を行っていないという想定で

ございますが、例えばＤＶ等の申出をしていない場合については、先ほど説明したフラグの設

定というものが行われていないことになります。そういたしますと、例えばＤＶ等加害者が被

害者のマイナンバーカードを用いまして、マイナポータルの方から被害者の情報を見ることが

可能となってしまうところでございます。一方で、この下の段をご覧いただければと思います

が、自動応答不可フラグ、不開示該当フラグを設定いたしますと、例えばＤＶ等加害者が被害

者のマイナポータルを通じまして、自己情報表示や情報提供等記録の表示をしたいとクリック

したといたしましても、情報がマイナポータルに提供されない形になりますので、マイナポー

タル上でそういった情報を確認することができなくなるといったものでございます。 

 イメージは以上でございます。いま一度こちら２ページの事業案内にお戻りいただければと

思います。 

 ただいま２の（１）のご説明をさせていただいたところでございますが、続きまして（２）

の情報連携における対応というところでございます。現在、他自治体から税情報などの情報照

会が来た場合につきまして、ＤＶ等被害者の情報であった場合につきましては、この情報の取

扱いを注意してくださいといった情報を添えまして、税情報などの情報を提供しているところ

でございます。 

 一方、情報提供ネットワークシステムを介した情報連携におきましては、他自治体から税情

報などの情報照会があった場合につきましては、原則として自動的に情報提供が行われること

となってしまうため、そういった取扱注意の情報を他自治体に伝えることができなくなってし

まうところでございます。 

 そこで、情報連携によりＤＶ等被害者に係る情報提供を行う場合には、自動的に情報提供さ

せない設定である自動応答不可フラグの設定を行いまして、１件１件取扱注意の情報を当該他

自治体に行った上で情報提供を行う必要があるというところでございます。 

 なお、下の※印でございますが、先ほど２の（１）のところで自動応答不可フラグの設定、

また（２）の方でも自動応答不可フラグの設定という２つ同じ文字が出ているところでござい

ます。こちら自答応答不可フラグの設定というものは、マイナポータルへの自己情報を確認で

きないようにすること及び情報連携において自動的に情報提供させないようにすることという

ことで、この自動応答不可フラグの設定を立てることによって、この２つのことに効果を及ぼ
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すという形になっているところでございます。こちら同じ文字がありますが、このフラグの設

定によってこの２つの効果があるというようなところがございますので、補足させていただい

たところでございます。 

 次に、自動提供されないというのはどういうことかについては、資料２６－３の方に作らせ

ていただきましたので、こちらをご覧いただければと思っているところでございます。 

 自動提供をされる場合という、こちら上段はそのイメージでございますが、他の自治体が新

宿区の税情報などの照合照会を行った場合につきましては、このＬＧＷＡＮ回線等を通じて他

自治体中間サーバー、情報提供ネットワークを通じまして、新宿区自治体中間サーバー内にあ

る税情報などの情報、こういったものと他自治体が新宿区のＡさんの税情報が欲しいですよと

いいますと、この中間サーバーにあるＡさんの税情報を自動的に他自治体の方に提供するとい

う形になっておりまして、その情報照会があったというものは、新宿区に特にお知らせは届か

ないものでございますので、自動的にこのような流れで情報提供がされる形になっております。 

 一方、自動提供されない場合ですね。先ほどお話した自動応答不可フラグの設定をしたとき

はどうなるかというところが下の段になりますが、自動応答不可フラグの設定をした場合につ

きましては、１番ですね。他自治体が新宿区などの情報照会を行った場合につきましては、自

動的に提供はされない形になります。２番になりますが、情報照会があったということにつき

ましては、新宿区の方にお知らせが届く形になります。お知らせが届く先というのは、例えば

税情報であれば所管である税務課にお知らせが届く形になります。そうしますと、新宿区の方

につきましては、当然フラグが立っているということですので、この方はＤＶ等の被害にある

方だなということがこちらで分かりますので、新宿区につきましては他自治体の方に、この方

の情報については取扱注意してくださいというお知らせをさせていただいた上で、地方公共団

体情報システム機構宛てに情報を介していいよという形で回答をいたします。新宿区の方がそ

ういった形で回答をしましたら、４番ですね。新宿区の自治体中間セーバー内にある税情報な

どが、他自治体の方へ提供される形になります。 

 このように自動応答不可フラグを設定いたしますと、新宿区の手を介さないと他自治体に情

報が提供されないという形になりますので、この過程を通じて取扱注意の情報をお伝えできる

形になるところでございます。 

 恐れ入ります、こちらの事業内容の３ページをご覧いただければと思います。３番「国から

の通知」というところでございます。最初にお話いたしましたが、平成２９年７月１３日付で

内閣官房、総務省の方から連名でＤＶ等被害者に係る基本的な対応として、以下の内容か告知
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されたところでございます。先ほどお話ししたフラグの設定ですね。設定の対象者といたしま

しては、ＤＶ等被害者であって、ＤＶ等加害者の元から避難先市区町村に避難し、自動応答不

可フラグ、不開示フラグの設定を申し出ている者、または申出の有無に係わらず、こういった

フラグの設定を要することが明らかな場合、あらかじめ把握している場合も含むというところ

で、こういった方々については自動応答不可フラグの設定及び不開示該当フラグの設定をして

くださいという形で、国からの通知が来たところでございます。 

 続きまして４番「区の対応」でございます。こういった国からの通知に基づきまして、区と

いたしましては以下の対応を行っていきたいと考えているところでございます。（１）区が把握

するＤＶ等被害者に対する対応でございます。ＤＶ等被害者につきましては、各課で事業に応

じまして被害者に対する情報は把握しているところでございますが、各課が把握するＤＶ等被

害者に対して自動応答不可フラグ及び不開示該当フラグの設定を行いたいと考えております。

当該フラグの設定については、ＤＶ等被害者を把握する課が行うところでございます。 

 （２）ＤＶ等被害者情報の目的外利用でございます。ＤＶ等被害の届出を受けた各課が、Ｄ

Ｖ等被害者に係る自動応答不可フラグ及び不開示該当フラグを設定いたしまして、関係部署間

でＤＶ等被害者の設定情報を共有することによって、ＤＶ等被害者の情報がマイナポータルを

通じて加害者へ漏えいすることを防止するため、また情報連携により情報を提供する自治体等

に取扱注意の情報を伝えるために、こういった各課が把握するＤＶ等被害者の情報についてフ

ラグを設定する、そして情報共有をして対応していくといった意味で目的外利用をさせていた

だきたいと考えております。 

 （３）今後の対応につきましては、ＤＶ等被害者として区が把握する場合、当該ＤＶ等被害

者に対してマイナポータルにおける自己情報表示及び情報提供等記録表示についての説明を行

いまして、自動応答不可フラグ、不開示該当フラグの設定を申し出る者に対しまして、フラグ

の設定を行ってまいりたいと思っております。ただし、ＤＶ等被害者につきましては、こうい

った設定を申し出るいとまがないような方もいらっしゃいますので、設定を要することが明ら

かな場合で、こういった説明がなかなか難しいような場合については、まずは申出の有無に係

わらず設定を行っていきたいと思っております。 

 ②フラグの設定の解除でございます。既に設定を行った方でも、こういったフラグの設定の

解除ですね、必要がないよと申し出る者に対しましては、フラグの設定の解除を行っていきた

いと考えているところでございます。 

 次のページ、別紙をお願いいたします。こちら目的外利用というところで、まず情報の保有
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元でございますが、こちら別紙１の方をご覧いただければと思います。保有元の項目といたし

まして、５ページの税務課から７ページの学校運営課というところまでございますが、こうい

った事務においてＤＶ等被害者の情報を把握する、把握している、または把握する可能性があ

るというところでございまして、ＤＶ等被害者の情報を業務として把握する可能性のある課、

こういったところを保有課として全て挙げさせていただいているところでございます。 

 続きまして、目的外利用の利用先というところでございますが、８ページ、９ページに利用

先を記載させていただいているところでございます。利用先につきましては、情報連携を行う

課、こういったところがフラグの情報を使ってＤＶ等被害者の情報を注意喚起など行っていく

ところでございますので、情報連携を行う課、そして業務につきましてこちら一覧として挙げ

させていただいているところでございます。 

 恐れ入りますが、資料の４、お戻りいただければと思います。最後に目的外利用を行う理由

というようなところでございます。ちょっと説明を簡単に割愛させていただきますが、先ほど

もお話ししたとおり、ＤＶ等被害者の情報につきましては、マイナポータルを通じてＤＶ等加

害者に情報が漏れる恐れがあること、また他自治体に対して取扱注意の情報を伝えることがあ

ること、こういった必要がございますので、２段落目ですね。「そこで」以下になりますが、「Ｄ

Ｖ等被害者に係る自動応答不可フラグ及び不開示該当フラグを設定し、ＤＶ等被害者の設定情

報を共有することで、ＤＶ等被害者の情報がマイナポータルを通じて加害者への漏えいを防止

するため、また情報を提供する自治体等に取扱注意の情報を伝えるため，各課が把握するＤＶ

等被害者情報について」目的外利用させていただきたいと思っているところでございます。 

 目的外利用を行う情報項目については、氏名、団体内統合宛名番号、ＤＶ等被害者であると

いう情報でございます。記憶媒体につきましては、電磁的媒体、目的外利用の時期、期間につ

きましては、本案承認日から以降継続というところでございます。 

 最後に、情報保護の点についてちょっとお話させていただきますが、システムを操作できる

職員を実際事務で情報連携が必要な担当職員以外の利用はできないようにすること、またＩＤ、

パスワード等の確認を取ること、ログインをしたログを管理すること、こういったことにより

情報保護対策というものを図ってまいりたいと思っております。また、対象者数につきまして

は、現在５０名ほどというところでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

【会  長】このフラグの設定ですか、自動応答不可フラグの設定、この設定した人のリスト

というのはどこかに作られるのですか。ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】リストというものは、今回特に作るということは考えておりま
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せん。 

【会  長】じゃあ、ぶつかって分かるということになるわけですか。 

【総合政策部特命担当副参事】会長のおっしゃるとおりでございます。 

【会  長】他に何かご質問かご意見ございますか。川村委員。 

【川村委員】マイナンバー導入の際、マイナポータルもそうですけれども、成り済ましの問題

ですね。この点、安全性が確保できないじゃないかということでだいぶ質疑といいますか、国

会でもやりとりがされました。こういう通知が来るというのは当然だろうなとは思います。そ

ういう性格からして反対まではしませんけれども、ともかくマイナンバー、マイナポータル、

こういったものがあるがゆえの情報が漏れるかもしれないということかと思います。今回の区

の方で把握した方についてはこういう対応でいいかと思うのですけれども、実際ＤＶの被害と

いうことでいうと、警察にまず相談する方も多いかと思います。当然そこからタイムラグが生

じることも懸念するのですけれども、そこら辺はいかがしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】まず、当然区の中にはいろいろな窓口がございます。ＤＶ等被

害者を把握するというのは、決して１つの窓口ではございませんので、まずどの窓口におきま

しても素早い対応ができるように、これは全庁的に周知を行ってきているところでございます

が、まずは当然マイナンバーカード、このマイナポータルへの対応というものも含めまして、

素早く対応をしていくというのが１つ。もう１つはやはりこれは一般的な話になりますが、支

援というのは１つの窓口でおさまるものではなくて、様々な窓口が連携して対応できるという

ところでございますので、そういった連携を図りながら、また素早く対応するところはしてと

いうところで、区として対応していきたいと考えております。 

【会  長】はい、川村委員。 

【川村委員】区としてはそれでいいと思うのです。それで警察にまずご相談行ったりしますよ

ね。その間、区に情報提供なりご相談、連携するまでの間に情報が漏れることはないのですか

という、漏れてしまうのではないですかという懸念なのですけれども。 

【会  長】ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】当然、区の方に相談があった時点で、先ほども言ったように明

らかな場合ですね。こういったところで、当然フラグの設定を要する。要するに居場所がマイ

ナポータルでばれてしまうとまずいということが明らかな場合については、当然警察に相談し

ている最中でも、まずは設定をさせていただく、そういったことで素早い対応を取っていきた
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いと思っております。 

【会  長】川村委員。 

【川村委員】警察と連携するのを推奨するというわけではないのですけれども、その結局、そ

ういう相談に行っても区にまだ相談がない場合というのが当然あるわけじゃないですか。居場

所がこちらに避難していますよということの把握というのは、区として把握していない、また

相談窓口に来ていないという場合もありますけれども、そういうときは漏れてしまうのではな

いですかという、そういう話をしているだけのことで、そういうことにはなってしまうのだろ

うとは思うのですけれども、根本的にそういう問題がありますねというお話です。 

【会  長】結局、フラグの設定は本人の申請に基づくのか、こちらの役所の保有課が設定す

るのですかね。保有課が自分の判断で設定するのかという問題だと思うのです。言いかえたら

責任の問題ですよね。把握している情報を知っていたのに設定しなかった区の責任、それは申

請制度になっていますから、申請がなかったから仕方がありませんと断るか、それはどうなっ

ているのですか。 

【総合政策部特命担当副参事】国の通知からもあるように原則は説明をして申出が出てからの

設定ということになるのですが、やはり設定をしないと明らかなような場合については、まず

は区の責任で当然設定をしなくてはいけないということになりますので、その辺については状

況に応じまして区の方の責任で設定をしていくところでございます。 

【会  長】それが早ければ、川村さんの心配もなくなるだろうけれども、それがもたもたし

ていればそういう問題が起こるのではないか。だから、それは運用の問題ですからここでどう

こうというわけではないのですけれども、要するに申請を待つのか、区がどの範囲の責任でや

るのかよくお考えいただきたいということです。 

 他に質問。はい、三雲委員。 

【三雲委員】これはもう既に情報連携については７月１８日から試行運用と書いてある。運用

を開始されていますね。マイナポータルはいつからでしたか。 

【会  長】ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】マイナポータルについても７月１８日からになっているのです

が、このＤＶ等被害者の情報については現在ちょっと連携をさせない形で対応しておりますの

で、この審議会の承認、それで試行運用中につきましては、紙での申請もお願いしております

ので、こういった情報連携をしなくても申請対応できるということで、今は情報連携をさせな

いというような対応をしておりますが、承認をいただいた後、こういった適正な運用を図るこ
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とを設定いたしまして、運用を始めていきたいと考えているところでございます。 

【会  長】はい、三雲委員。 

【三雲委員】試行運用の今の時点では、ここで懸念されているような成り済ましによる閲覧で

あるとか、あるいは自動的に情報連携がなされてしまって、本来であれば提供すべきではない、

あるいは注意喚起しなければならない情報の提供はなされていないと理解してよろしいですね。 

【会  長】ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】現在は、情報連携させていないので、１８日、１９日につきま

してはマイナポータルで閲覧できることはないのですが、今後は試行運用におきましてもマイ

ナポータルの運用が始まっている、情報提供ネットワークの運用が開始されておりますので、

当然中間サーバーの方に情報は提供されているところでございますので、本審議会で承認いた

だきましたら、その辺の運用というものをしっかり整備させていただいた上で、運用を始めて

いきたきいと考えているところでございます。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】本格運用をされる秋以前にも、そういう漏えいであるとか意図しない情報連携が

なされるリスクは今既にあるということでいいのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】委員のおっしゃるとおりでございます。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】フラグの設定となっていますが、この設定に特にシステム改修等は必要がなくて、

情報を入れるだけで済むという理解でよろしいのですね。 

【会  長】ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】おっしゃるとおりでございます。もう既に今のシステムでフラ

グを設定するという項目があるところでございます。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】そういうシステム設計をしている時点で、こういうフラグを用意しているわけな

ので、必要性というか、こういうシナリオは想定済だったはずですよね。それにも係わらず７

月１８日に運用が開始される、こういう事業に関してですね。１週間というよりも、もっと手

前の時期になって、こういう通知がやってきて、区の方で緊急の対応が必要になってくる、こ

ういう事態というのは、ちょっと個人情報の運用の点もそうですし、マイナンバー制度の運用

の点も含めて非常に問題だと思うのです。この点いかがですか。 
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【会  長】ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】こちらのＤＶ等被害者の取扱いにつきましては、そういった懸

念があることはございましたので、説明会等を通じましていろいろな自治体から運用を早く決

めてくれということで、これはもう意見を出してきたところでございまして、ただ、出てきた

のがこの日であったというところでございますので、各自治体といたしましては、やはりこう

いった懸念があるというのは分かっておりましたので、国に対してそういった形で意見をして

きたところがございます。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】これ本当に必要なことだと思うので、国が通知を出さなくても区で独自で判断し

て本当はやってしかるべきことだと思うのです。仕組み上、これ国から言われなければ区の方

で勝手に不開示フラグ等とか設定してはいけないのですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【総合政策部特命担当副参事】７月の上旬辺りでなかなか出てこなかったという時点で、実は

区の方でも検討を初めまして、当然対応しなくてはいけないということで、いずれにしても通

知があってもなくても本日の審議会では諮問させていただく予定で準備はしていたのですが、

１３日の方に国からの通知が出てきたというところで、大体考えていた内容とほとんど一緒で

したので、そういった対応を国の通知に合わせてやったという形にはなるのですが、区といた

しましても当然、検討はしてきたところでございます。 

【会  長】はい、三雲委員。 

【三雲委員】今の回答を伺って安心しました。恐らく今後も同様に連携してはいけない情報と

か出てくると思うのですけれども、その辺りはやはり国から言われるのを待たずにしっかり対

応を区の方でやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【会  長】先ほど鍋島さんが手を挙げておられるので、鍋島さんを指名します。 

【鍋島委員】短く。今のことに関連なのです。というのが、私は前も言ったとおり消費者問題

は消費者センターですよね。今問題になっているのは認知症の人ですよね。そうするとカード

でも何でも忘れてしまうのですね。ですから、ＤＶと同じように国で……だったら区が率先し

てそれに応答不可ですか、それでも何でも申出があったら受ける。それから、カードを取られ

たから止めてというのがあったら、すぐ止める。そうしないとこれはすごく狙っています。で

すから、よろしくお願いします。それだけです。 

【会  長】では、ご意見ということでお聞きしたということで。他にどうしてもご質問かご
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意見ございますでしょうか。ないようでしたら、緊急性があるようなので採決しますけれども、

何か反対のご意見はございますでしょうか。 

 本件は承認ということで終了いたします。どうもご苦労さまでした。 

 ちょっと重要な案件だったから時間もかかりましたけれども、これをもちまして本日の諮問

事項及び報告事項は全て終了いたしまして、審議は終了いたします。 

 何か事務局の方で連絡事項があれば、どうぞお願いします。 

【区政情報課長】先ほど、障害者福祉課の施設入所の情報と照らし合わせて手当の件数につい

て追加で。施設入所による過払いについては、２８年度については５件で６２万円ということ

です。その他の過払いも合わせますと１０件なのですけれども、施設入所に係わる過払いにつ

いては５件、６２万円という報告がございました。追加で報告させていただきます。 

 それから、次回の審議会の日程についてでございます。次回、９月５日火曜日午後２時から

予定してございます。場所については同じ第三委員会室でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

【会  長】どうも本日は長時間延長いたしまして、まことに恐縮でした。どうもご協力あり

がとうございました。これをもちまして全て本日の審議は終了いたします。 

 ご苦労さまです。 

午後４時２５分閉会 


